
資料4-2 

彦根市図書館（中央館）用地選定委員会公開要領（案） 

 

(趣旨) 

第 1 条  この要領は、彦根市図書館（中央館）用地選定委員会(以下「委員会」という。) の公開

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

(会議の公開) 

第 2 条  委員会の会議は、原則公開する。ただし、出席委員の 3分の 2以上が認めたときは、公

開しないことができる。 

2 委員会は、市民が傍聴できるように、会議の開催日時等の公表に努めるものとする。 

(会議の傍聴) 

第 3 条  傍聴人の定員は、15名以内(報道関係者を除く。)とする。 

2 傍聴人は、会議の都度、定員に達するまで傍聴人受付簿に記載された先着順により決定する。 

3 委員会は、会議資料を傍聴人の閲覧に供するものとする。 

(傍聴の手続等) 

第 4 条  会議を傍聴しようとする者は、会議開催場所の傍聴人受付において、住所、氏名および

電話番号を傍聴人受付簿に記入しなければならない。 

2 前項の場合において、委員会は、個人情報保護の観点から、傍聴人受付簿の適正な取扱いに努

めるものとする。 

(傍聴人の守るべき事項) 

第 5 条  傍聴人は、次の事項を守らなければならない。 

(1)  会議における議事等に対し、拍手その他の方法により公然と可否等を表明しないこと。 

(2)  傍聴人は、写真、ビデオ等を撮影し、または録音等をしないこと。 

(3)  会場内では、飲食および喫煙をしないこと。ただし、水分補給程度の飲み物は飲むことが

できる。 

(4)  その他、会議の秩序を乱し、または議事等の進行の妨害となるような行為をしないこと。 

(傍聴人に対する措置) 

第 6 条  会議の傍聴に関し、傍聴人がこの要領に定めることに従わないときは、委員長はこれを

制止し、その指示に従わないときは、当該傍聴人を退場させることができる。 

(会議録の公開) 

第 7 条  委員会の会議録は、会議の内容を記した要点筆記とする。 

2 会議録は、原則公開とする。ただし、第 2条第 1項の規定により会議を非公開とした場合にあ

っては、非公開とする。ただし、会議を非公開とした場合にあっても、委員会が特に必要と認

める会議録の部分は、これを公開することができる。 

(その他） 

第 8条  この要領に定めのない事項が生じたときは、委員長が会議に諮って定めるものとする。 

   付  則 

 この要領は、令和 2年 11 月 20 日から施行する。 


